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Ⅰ 集会所の定義                             

 

 この要領において「集会所」とは、都市公園の質的な利用機能の拡大を図り、

地域における文化活動、コミュニティ意識の醸成に資するための拠点となる集

会施設であって、自治会、連合自治会その他市長が認める者（以下、「自治会等」

という。）が設置する公園施設（都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条

第２項）とする。 

 

Ⅱ 設置許可審査基準                                                   

 

 都市公園法第５条第１項及び箕面市都市公園条例（昭和５０年条例第１５号）

第１１条に基づく都市公園内への集会所の設置許可にかかる申請に対する基本

的な内容審査に当たっては、次の審査基準によるものとする。 

 

 １．妥当性 

   集会所の設置は、当該都市公園の周辺において、都市公園用地の他に集会

所建設用地の確保が困難な場合に設置することができるものとし、設置を

許可する集会所は、１公園につき１施設とする。 

 

 ２．申請者 

   申請書類提出時において以下の要件をすべて満たす自治会等とする。 

   ア 設置が完了する時点において法人格を有する見込みであること 

   イ 設置に関し、当該都市公園周辺の住民及び利用者の理解を得ている

こと 

   ウ 複数の自治会等に接する都市公園又は自治会等の区域に属する都市

公園に集会所を設置しようとする場合は、関係する自治会等と調整

を行い、理解を得ていること 

   エ 集会所の設置及び管理は、許可を受けた者の責任において実施し、設

置及び管理に要する費用については、許可を受けた者が全額を負担

できること 

 

 ３．設置可能な公園 

   公園管理者が土地の所有権を有する近隣公園又は街区公園とする。ただ

し、集会所を設置することにより当該都市公園の広場機能が確保できなく

なるなど、利用上又は管理上支障があると認められる場合は、この限りでは

ない。 
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 ４．設置許可面積 

   集会所の設置許可面積は管理区域面積とする。なお、管理区域面積とは、

集会所の設置及び利用のために必要な区域をいう。 

 

 ５．設置の目的 

   都市公園の質的な利用機能の拡大を図り、地域における文化活動、コミュ

ニティ意識の醸成に資するための拠点となる集会施設の整備を目的とする

ものであることを要件とする。 

 

６．構造の基準 

   設置許可にかかる集会所の構造の基準は、次に掲げる要件とする。 

   ア 集会所の建築面積と当該都市公園に設けられる他の公園施設（建築

物に限る）の面積との合計面積が、当該都市公園面積の１００分の２

を超えないものであること 

   イ 集会所の配置は、都市公園の機能を損なわず、誰もが自由に利用でき

るような位置にあることとし、既存公園施設の配置や周辺の景観と

の調和を十分に考慮したものであること 

   ウ 建物の階数は２階建てまでとし、地階を有しないものであること 

   エ 建物の棟数は１棟であること 

   オ 集会所内のトイレは屋外からも利用できる構造とし、一般の公園利

用者が利用できるものであること 

   カ 建築基準法等関連法令に適合していること 

   キ 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン等に基づき、バリアフリ

ー、ユニバーサルデザインに配慮したものであること 

   ク 専用の駐車場を当該都市公園内に設けるものでないこと 

   ケ 電気・水道等の供給施設及び雨水、汚水等排水施設は、既設引き込み

（取付け）の容量等に支障がない場合は、分岐できるものとし、分岐

した場合は、別途計量器を設置していること 

   コ 集会所の管理区域は構造物等で明確にし、管理者名、連絡先等を明示

する予定であること 

 

 ７．管理方法の基準 

   設置許可にかかる集会所の管理方法の基準は、次に掲げる要件とする。 

   ア 集会所の建物の所有権にかかる登記名義人は、許可を受けた者とす

ること 

イ 管理運営にかかる規則等を定め、当該集会所が公園施設として開放 
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的でかつ地域の文化活動、コミュニティの場となるよう、公平・公正

に運営を行い、公園施設としての本旨に即した運用が損なわれない

ものであること 

ウ 集会所の管理区域内の清掃、ごみ処理等の維持管理（トイレ等施設の

維持管理を含む）は、許可を受けた者の責任において実施し、当該都

市公園の美化に努めるとともに、当該都市公園全体の管理について

も積極的に協力すること 

   エ 維持管理に要する費用（修繕等の費用を含む）については、許可を受

けた者が全額を負担すること 

   オ 当該集会所における火災、盗難等の防止には万全を期し、事故発生や

管理運営上、集会所及び都市公園の利用者、近隣住民等との間に生じ

る苦情等の処理は許可を受けた者の責任で行うこと 

   カ 集会所の管理において事故が発生した場合は、直ちに市に報告する

体制が整備されていること 

   キ 許可を受けた者が当該集会所の利用にかかる料金を徴収する場合、

利用料金は、集会所の維持管理を目的とした運営協力金の範囲内で

の設定とすること 

   ク 営利、宗教の布教・勧誘等、集会所の設置目的に合致しない目的で使

用されないこと 

   ケ 集会所が住居として使用されないこと 

   コ 集会所の利用者による車両の乗り入れがされないこと 

 

 ８．工事の実施方法の基準 

   集会所設置工事の実施方法の基準は、次に掲げる要件とする。 

   ア 建築確認申請等にかかる手続きは、許可を受けた者の責任において

実施し、手続きに要する費用については、許可を受けた者が全額を負

担すること 

イ 当該集会所の設置工事に伴い、必要やむを得ず公園施設の移設等が 

生じた場合は、公園管理者の指示に従い、許可を受けた者において影

響区域も含めて施工すること 

   ウ 必要やむを得ず、既存の樹木を撤去する場合は、公園管理者の指示に

従い、許可を受けた者において施工すること 

エ 樹木の撤去に伴い、公園の景観の維持等を理由に別の場所への植栽

が必要となった場合は、公園管理者の指示に従い許可を受けた者が

同樹種を植栽すること 

オ 工事区域に仮囲い等を設置し、工事中における公園利用者の安全を
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確保すること 

カ 工事期間中における都市公園の利用機能の確保に努めること 

キ 工事に起因する事故、苦情等が生じた場合は、許可を受けた者におい

て適切に対処すること 

ク 工事に伴い発生する残土及び産業廃棄物については、適切に処理す

ること 

ケ 当該都市公園内において、設置許可を受けた管理区域外に仮囲いや

資材置き場等を設ける場合は、最小限にとどめ、都市公園法第６条及

び箕面市都市公園条例第１２条の規定により公園占用許可を受ける

こと 

コ 工事が完成したときは、箕面市都市公園条例第２８条に基づき、書面

により、施工前後の写真その他市長が定める資料を添えて公園管理

者へ報告するものとし、その確認を受けること 

 

 ９．原状復旧の基準 

集会所の設置許可を受けた者は、許可の期間が終了した場合において許

可の更新を受けない場合は、速やかに当該都市公園を集会所設置前の原状

に復旧することとする。ただし、公園管理者から特に指示があった場合は、

この限りではない。 

また、復旧が完了した際は、箕面市都市公園条例第２８条に基づき、書面

により完了した旨を復旧状況の写真を添えて公園管理者へ報告するものと

し、その検査を受けることとする。 

なお、原状復旧工事期間中、設置許可を受けた管理区域外に仮囲いや資

材置き場等を設ける場合は、最小限にとどめ、都市公園法第６条及び箕面

市都市公園条例第１２条の規定により公園占用許可を受けること。 

 

１０．設置許可期間 

都市公園内に設置する集会所の設置許可期間は、１０年以内とする。 

ただし、更新を妨げないものとする。 

 

Ⅲ 審査等にかかる提出書類                                               

 

【 許可審査 】 

都市公園内への集会所の設置許可にかかる申請にあたっては、箕面市都市

公園条例第１１条第１項に基づき、許可審査のため、次に掲げる資料を提出

すること。 
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・公園施設設置許可申請書（様式第２号） 

・申請にかかる届出書（指定様式） 

・集会所設置が完了する時点において法人格を有する見込みであることを

証明する書類（認可地縁団体印鑑登録申請書の写し等） 

・工事のスケジュール（工程）がわかるもの 

・建築パース 

・配置図（集会所を設置する場所及び管理予定区域面積が分かるもの） 

・計画図一式 

（平面図、躯体断面図、立面図、外構図、仮設計画図、排水・給水・電気

設置図等） 

・集会所の管理運営にかかる規則等（案時点の提出も可） 

・集会所の管理区域内の清掃、ごみ処理、トイレ等の維持管理にかかる計

画が確認できるもの 

・事故が発生した場合に適切に対応するため、責任者の選任及び連絡体制

が確認できるもの 

・集会所の利用者等との間に生ずる苦情等に適切に対応するため、苦情処

理体制が確認できるもの 

・当該集会所の利用にかかる料金を徴収する場合、料金体系が確認できる

もの 

 

【 占用許可 】 

   集会所設置にかかる工事期間中、設置許可を受けた管理区域外に仮囲いや

資材置き場等を設ける場合は、箕面市都市公園条例第１２条に基づき、次に

掲げる資料を提出すること。 

 

  ・公園占用許可申請書（様式第４号） 

  ・資材置場等に必要な面積（占用面積）と場所が分かるもの 

  ・事故等発生時の対応方法について示すもの（任意様式） 

 

【 工事完成届 】 

   集会所の設置工事が完了したときは、箕面市都市公園条例第２８条に基づ

き、次に掲げる資料を提出すること。 

 

・公園の使用工事完了届（様式第１０号） 

  ・工事施工前後の写真 
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  ・その他市長が定める資料 

 

【 原状復旧届 】 

   許可の期間が終了したことに伴い、集会所設置前の原状に復旧した場合は、

箕面市都市公園条例第２８条に基づき、次に掲げる資料を提出すること。 

 

・公園の原状回復届（様式第１２号） 

  ・原状復旧前後の写真 

 

Ⅳ 設置許可に伴う使用料等                        

 

 設置許可に伴う使用料は、下記の表に掲げるところによる。 

 

公園施設を設置する場合 １平方メートル １年あたり ２，０００円  

 

集会所設置にかかる工事期間中、設置許可を受けた管理区域外に仮囲いや資

材置き場等を設ける場合の占用許可に伴う占用料は、下記の表に掲げるところ

による。 

なお、期間が 1ヶ月未満であるものについての占用料の額は、この表により

計算した額に消費税相当額を加算した額とする。 

 

占用面積（工事用材料の置場面積）１平方メートル １，１００円 

 

Ⅴ 設置許可に伴う使用料等の免除                     

 

 設置許可を受けた自治会等については、箕面市都市公園条例第１６条及び都

市公園条例施行規則（昭和６０年規則第１０号）第６条に基づき、使用料等を

免除する申請を行うことができる。 

 使用料等の免除を受けようとする場合は、審査等にかかる提出書類に加え、

使用料減免申請書（様式第８号）を提出すること。 

 

Ⅵ 設置許可申請の受付                            

 

 申請にあたっては、当該都市公園周辺の住民及び利用者、関係する自治会等

との調整の見込みや申請予定内容等について、市担当者に事前に相談を行うこ
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と。 

 なお、許可申請にかかる受付手順は下記のとおりとする。 

 

事前相談１ 都市公園への集会所設置の妥当性を確認するため、市担当（みど

りまちづくり部公園緑地室）へご相談ください。 

→ 集会所設置の妥当性 P.2  

 

 

事前相談２ 都市公園への集会所設置の妥当性が確認された後、設置許可審査

基準に合致しているかなどを事前に確認するため、建築パース、

計画図一式等をご持参の上、市担当へご相談ください。 

→ 設置許可審査基準 P.2  

 

 

設置許可申請 相談結果を基に作成された審査にかかる必要書類一式を市担当へ

提出してください。 

※別途、建築確認申請にかかる手続きが必要です。 

→ 審査等にかかる提出書類 P.5  

 

 

設置許可書交付 設置許可審査基準適合確認後、許可書を作成します。 

申請から約１週間程度で交付されます。 

 

 

設置工事 工事期間中は、都市公園の利用機能や公園利用者の安全確保に努

めてください。 

工事に起因する事故、苦情等が生じた場合は、許可を受けた者に

おいて適切に対処してください。 

※工事内容等に変更が生じた場合は、速やかにご連絡ください。 

 

 

設置工事完了 集会所の設置工事が完了したときは、許可内容と相違がないこと



- 9 - 
 

を確認するため、必要書類一式を市担当へ提出してください。 

→ 審査等にかかる提出書類 P.6  

 

 

管理運営開始 市の確認終了後、管理運営を開始できます。 

定められた管理運営にかかる規則等に基づき、都市公園の質的

な利用機能の拡大を図り、地域における文化活動、コミュニテ

ィ意識の醸成に資するための拠点となる集会施設となるよう、

公平・公正に運営を行ってください。 

 


